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Ⅰ 平等の原則
現に救助を要する被災者に対しては、事情の如何を問わず、また経済的な要件を問

わずに、等しく救助の手を差しのべなければならない。

Ⅱ 必要即応の原則
応急救助は被災者への見舞制度ではないので、画一的、機械的な救助を行うのでは

なく、個々の被災者ごとに、どのような救助がどの程度必要なのかを判断して救助を
行い、必要を超えて救助を行う必要はない。

Ⅲ 現物給付の原則
法による救助は確実に行われるべきであり、物資や食事、住まい等についての法に

よる救助は、現物をもって行うことを原則としている。

Ⅳ 現在地救助の原則
・ 発災後の緊急時に円滑かつ迅速に救助を行う必要があることから、被災者の現在
地において実施することを原則としている。

・ 住民はもとより、旅行者、訪問客、土地の通過者等を含め、その現在地を所管す
る都道府県知事が救助を行う。

Ⅴ 職権救助の原則
応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県知事がその職権に

よって救助を実施する。



ポイント２ 現物給付の原則に関する留意事項

Ⅲ 現物給付の原則について

現行の災害救助法においては、災害により、現に救助を必要とす

る被災者に対して、住まいを提供し、物資や食事等が行き届くよ

う、「現物」によって救助を行うこととしている。

【ポイント】

・ 被災者との繋がりが住宅の復旧までの間、持続的に続くこと。

・ 救助法に定める救助が確実に行えること。

※仮に現金給付とした場合には、

・ 給付した現金が他の用途に使用されてしまう可能性がある。

・ 給付した現金により、救助に使用した領収書や請求書等の証拠

資料を回収するのに多くの時間を費やす必要が生じる。
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 １ 法による救助の原則 

 （１）平等の原則 

   ア 災害による混乱は、社会経済機構等を破壊又は麻痺させ、一時的には生活に必要欠

くべからざる衣食住の基本的な要件を脅かすこととなるが、法による救助は、こうし

た事態に行われるものである。 

      イ 事情の如何を問わず現に救助を行わなければ、被災者の保護と社会秩序の保全に欠

けると認められるときには、等しく救助の手をさしのべなければならない。 

      ウ 被災者の経済的な要件等は必ずしも問われず、現に救助を要しているか否かにより

判断されるべきであり、現に救助を要する場合には平等に行われるべきである。 

 （２）必要即応の原則 

   ア 平等の原則は、救助の対象者について必ずしも経済的な要件等を問わないが、法に

よる救助は、被災者への見舞制度ではないので、必ずしも救助を全ての被災者に画一

的、機械的に行わなければならないわけではない。 

   イ 同じ被災者に対する救助であっても、個々に被災者個人にとってどのような救助が、

どの程度必要であるかを判断し、必要なものについては必要な程度行われなければな

らないが、それを超えて救助を行う必要はない。 

      ウ 同じように住家に被害を受けた者であっても、生活必需品等を持ち出すことのでき

た者や、他から生活必需品を得た者に対しては、重ねてこれらを支給する必要はない。 

      エ 現に居住している住家を災害により失った者であっても、比較的経済的に恵まれ、

自ら住家を再建できる者や、別に建物を所有し当面そこに居住できる者に対しては、

応急仮設住宅を供与する必要はない。 

 （３）現物給付の原則 

法による救助は見舞制度ではなく、災害により現に救助を必要とする被災者に対して 

確実に行われる必要がある。 

例えば、金銭を給付した場合には、その金銭が救助と異なる使途で用いられる可能性 

も生じてしまうことから、そのようなことがないよう、物資や食事、住まい等について 

「現物」での給付を原則としている。 

 （４）現在地救助の原則 

   ア 法による救助は緊急時の応急的な救助であり円滑かつ迅速に行われることが極めて

重要であることから、法による救助は被災者の現在地において実施することを原則と

している。 

     イ 住民はもとより、旅行者、一般家庭の訪問客、その他その土地の通過者等を含め、全

ての被災者に対して、その現在地を所管する都道府県知事（又は市町村長）が救助を

行う。 

 （５）職権救助の原則 

法による救助は、応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県知

事がその職権によって、救助すべき対象（人）、救助の種類、程度、方法及び期間を調

査、決定の上、実施することとなっている。 

したがって、形式的には、これに対して一般国民の側からの異議申し立てやそれに基

づく救済手段は定められていない。 
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 ２ 法による救助の性格 

 （１）応急救助 

法による救助は災害に際し、食品その他の生活に欠くべからざる物の欠乏、住居の喪

失、傷病等により生活の維持が困難な被災者に対する応急的一時的な救助であり、被災

したことによる経済的損失への支援や、その後に行う災害復旧対策とは性格を異にする

ものである。 

 （２）経済的要件 

   ア 法による救助は、資産又は金銭等の所有の有無にかかわらず、災害等により社会の

混乱又は流通等の供給手段の途絶等により必要なもの等を得られないため行うもので

あるから、原則的には経済的な要件等は課されない。 

     ただし、資産又は金銭の有無等により、救助の必要性やその必要の度合いが異なる

場合もあることから、結果として、経済的な要件が加味されたと同様になることもあ

り得る。 

      イ このような場合であっても、被災によりその状況が大きく変化することも考えられ

るので、単に被災前の状況によることなく、被災後の資産又は金銭の有無等を勘案し

て、その救助が現に必要か否か判断しなければならない。 

 （３）住民・国籍要件 

   ア 法による救助は、現に災害により救助を要する状態の者に対して緊急的かつ一時的

に行われるもので、当該市町村の住民であるか否かは問わない。したがって、国籍要

件等も問われない。 

      イ 住民要件を問わないことから、住民以外の者であっても必要な救助は住民同様に行

わなければならないが、生活の根拠をその地域においているか否かによって、救助の

程度に差が生じることもありうるので留意すること。 

      ウ 生活の根拠を被災地域以外におく者であれば生活の根拠をおく地域に戻れば一応の

生活の維持が図られると考えられることから、被災地における必要な救助は行われな

ければならないが、その期間等は必要最小限とすること。 

         また、その者が、生活の根拠をおく地域においても生活に困窮する場合は、他法他

施策で対応すること。 

   エ 不法滞在者等についても、通常は不法滞在者等であることを確認できないこと、国

籍要件等は問わないこと、また法による救助は緊急的かつ一時的なものであることか

ら、その者に行った救助も法による救助として差し支えないが、不法滞在者等である

ことが明らかになった時点で速やかに関係機関に通報し、その指示に従わなければな

らない。 
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